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(57)【要約】
【課題】カウンターの形態を、レイアウトの変更や移転
などに応じて、別途に特別の部材を必要とせずに、ハイ
カウンターとローカウンターとに簡単に変更でき、かつ
外観の体裁を良好にする。
【解決手段】ローカウンター天板６上に、ハイカウンタ
ーユニット１０を着脱自在に取付け可能にし、ハイカウ
ンターユニットを取り付けない場合には、ローカウンタ
ー５として、ハイカウンターユニットを取り付けた場合
には、ハイカウンターとして使用しうるようにする。ハ
イカウンターユニットを、少なくともハイカウンター天
板１２と、このハイカウンター天板を支持する支持体１
１より構成する。ローカウンター天板とハイカウンター
ユニットの支持体を、ローカウンター天板の配線挿通孔
９に配置した連結用金具１８をもって連結することによ
り、ローカウンター天板上にハイカウンターユニットを
着脱自在に取付け可能とする。
【選択図】　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ローカウンター天板上に、ハイカウンターユニットを着脱自在に取付け可能にし、ハイ
カウンターユニットを取り付けない場合には、ローカウンターとして、ハイカウンターユ
ニットを取り付けた場合には、ハイカウンターとして使用しうるようにしたカウンターで
あって、
　ローカウンター天板に、上下方向に貫通する配線挿通孔を設けるとともに、ハイカウン
ターユニットを、少なくともハイカウンター天板と、このハイカウンター天板を支持する
支持体より構成し、前記配線挿通孔に配置した連結用金具をもって、ローカウンター天板
と、ハイカウンターユニットの支持体を連結することにより、ローカウンター天板上にハ
イカウンターユニットを着脱自在に取付け可能としたことを特徴とするカウンター装置。
【請求項２】
　ハイカウンター天板を支持する左右の支持体の前端間に、左右方向を向く上部幕板を架
設した請求項１記載のカウンター装置。
【請求項３】
　ローカウンター天板の下方空間を、左右方向の下部幕板によって顧客側空間と接客者側
空間とに区画し、ローカウンター天板の配線挿通孔を、前記下部幕板によって区画された
接客者側空間側に設けた請求項１または２記載のカウンター装置。
【請求項４】
　連結用金具を、第１金具と第２金具とより構成するとともに、第１金具を、第２金具と
連結される連結部と、ローカウンター天板の下面に当接状態で固定される取付部とを備え
るものとし、かつ第２金具を、第１金具の前記連結部と連結される連結部と、ハイカウン
ターユニットの支持体に固定される取付部とを備えるものとした請求項１～３のいずれか
に記載のカウンター装置。
【請求項５】
　連結用金具における第１金具と第２金具の少なくともいずれか一方の連結部を、ローカ
ウンター天板の配線挿通孔内に挿填しうるようにした請求項４記載のカウンター装置。
【請求項６】
　連結用金具を、ハイカウンターユニットの支持体と連結される連結部と、ローカウンタ
ー天板の下面に当接状態で固定される取付部とを備えるものとし、前記連結部と前記支持
体の下面の少なくともいずれか一方を、ローカウンター天板の配線挿通孔内に挿填しうる
ようにした請求項１～３のいずれかに記載のカウンター装置。
【請求項７】
　ローカウンター天板の配線挿通孔の一部を、ハイカウンターユニットにおける支持体の
連結用金具の装着部とし、かつその残部を配線挿通部として残存させた請求項１～６のい
ずれかに記載のカウンター装置。
【請求項８】
　ローカウンター天板の配線挿通孔の全面もしくは一部を、カバー部材によって閉塞可能
とした請求項１～７のいずれかに記載のカウンター装置。
【請求項９】
　ハイカウンターユニットの支持体に、左右方向の配線挿通空間を設けた請求項１～８の
いずれかに記載のカウンター装置。
【請求項１０】
　ハイカウンター天板の左右の端部より内方寄りに支持体を設けることにより、ローカウ
ンター天板上に、複数のハイカウンターユニットを、左右に並べて設けたとき、互いに隣
接するハイカウンター天板の下方における左右に隣接する支持体間に、共有什器用の収容
空間が形成されるようにした請求項１～９のいずれかに記載のカウンター装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、金融機関等における店舗の受付、窓口等で使用されるカウンター装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　例えば銀行や郵便局等の受付においては、接客者が顧客の対応をするための対面式の接
客カウンターとして、天板を挟んで向かい合って座るローカウンター、あるいは互いに起
立して向かい合うハイカウンターが、それぞれ個別に組み立てられて、接客者と顧客のた
めに、店舗内の使用する場所や状況に応じ設置されている。
【０００３】
　このようなカウンターの基本的な構造としては、例えば左右のパネル状の脚体と、これ
ら左右の脚体間の上部に架設される天板と、この天板の下部に位置する左右の脚体間に架
設される、上下方向を向くパネル状の幕板とを、それぞれ互いに連結して組み付けること
により構成されている（例えば特許文献１～３参照）。
【０００４】
　しかし、上記した特許文献１～３記載のカウンターを、ローカウンターまたはハイカウ
ンターとしての使用形態に応じて製作する場合、天板が所望の高さ位置に配置されるよう
に組み付けることになるため、各カウンターを専用に製作する必要がある。
　そのため、店舗内のレイアウトの変更や移転などに際して、カウンターの形態を容易に
変更することができず、別途、新たな構成部材を用いてカウンターを作り直す必要があり
、材料が無駄となるばかりでなく、製作コストが高騰するという不具合を生じている。
【０００５】
　また、前記した不具合を解消するために、下部什器と上部什器とからなる共通の什器を
用いて、カウンターの形態を、ハイカウンターとローカウンターとに変更可能となるよう
にしたものが提案されている（例えば特許文献４参照）。
【０００６】
　しかし、上記した特許文献４記載のカウンターでは、ローカウンターとして用いる場合
、下部什器と上部什器との連結部が外部に露呈するため、外観の体裁が悪くなるという問
題があった。
【特許文献１】特開２００５－１３７８１１号公報
【特許文献２】特開２００７－１４３９８３号公報
【特許文献３】特開２００８－１１９２６９号公報
【特許文献４】特開平０９－０６５９４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記現状に鑑み、カウンターの形態を、レイアウトの変更や移転などに応じ
て、別途に特別の部材を必要とせずに、ハイカウンターとローカウンターとに簡単に変更
することができるとともに、外観の体裁が良好となるようにしたカウンター装置を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題は、「特許請求の範囲」における各請求項に示すように、次のような構成から
なる発明によって解決される。
【０００９】
（１）　ローカウンター天板上に、ハイカウンターユニットを着脱自在に取付け可能にし
、ハイカウンターユニットを取り付けない場合には、ローカウンターとして、ハイカウン
ターユニットを取り付けた場合には、ハイカウンターとして使用しうるようにしたカウン
ターであって、ローカウンター天板に、上下方向に貫通する配線挿通孔を設けるとともに
、ハイカウンターユニットを、少なくともハイカウンター天板と、このハイカウンター天
板を支持する支持体より構成し、前記配線挿通孔に配置した連結用金具をもって、ローカ
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ウンター天板と、ハイカウンターユニットの支持体を連結することにより、ローカウンタ
ー天板上にハイカウンターユニットを着脱自在に取付け可能とする。
【００１０】
（２）　上記（１）項において、ハイカウンター天板を支持する左右の支持体の前端間に
、左右方向を向く上部幕板を架設する。
【００１１】
（３）　上記（１）項または（２）項において、ローカウンター天板の下方空間を、左右
方向の下部幕板によって顧客側空間と接客者側空間とに区画し、ローカウンター天板の配
線挿通孔を、前記下部幕板によって区画された接客者側空間側に設ける。
【００１２】
（４）　上記（１）～（３）項のいずれかにおいて、連結用金具を、第１金具と第２金具
とより構成するとともに、第１金具を、第２金具と連結される連結部と、ローカウンター
天板の下面に当接状態で固定される取付部とを備えるものとし、かつ第２金具を、第１金
具の前記連結部と連結される連結部と、ハイカウンターユニットの支持体に固定される取
付部とを備えるものとする。
【００１３】
（５）　上記（４）項において、連結用金具における第１金具と第２金具の少なくともい
ずれか一方の連結部を、ローカウンター天板の配線挿通孔内に挿填しうるようにする。
【００１４】
（６）　上記（１）～（３）項のいずれかにおいて、連結用金具を、ハイカウンターユニ
ットの支持体と連結される連結部と、ローカウンター天板の下面に当接状態で固定される
取付部とを備えるものとし、前記連結部と前記支持体の下面の少なくともいずれか一方を
、ローカウンター天板の配線挿通孔内に挿填しうるようにする。
【００１５】
（７）　上記（１）～（６）項のいずれかにおいて、ローカウンター天板の配線挿通孔の
一部を、ハイカウンターユニットにおける支持体の連結用金具の装着部とし、かつその残
部を配線挿通部として残存させる。
【００１６】
（８）　上記（１）～（７）項のいずれかにおいて、ローカウンター天板の配線挿通孔の
全面もしくは一部を、カバー部材によって閉塞可能とする。
【００１７】
（９）　上記（１）～（８）項のいずれかにおいて、ハイカウンターユニットの支持体に
、左右方向の配線挿通空間を設ける。
【００１８】
（１０）　上記（１）～（９）項のいずれかにおいて、ハイカウンター天板の左右の端部
より内方寄りに支持体を設けることにより、ローカウンター天板上に、複数のハイカウン
ターユニットを、左右に並べて設けたとき、互いに隣接するハイカウンター天板の下方に
おける左右に隣接する支持体間に、共有什器用の収容空間が形成されるようにする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によると、各請求項に記載の発明においては、次のような効果が奏せられる。
【００２０】
　請求項１記載の発明によると、ローカウンター天板に、上下方向に貫通する配線挿通孔
を設けるとともに、ハイカウンターユニットを、少なくともハイカウンター天板と、この
ハイカウンター天板を支持する支持体より構成し、前記配線挿通孔に配置した連結用金具
をもって、ローカウンター天板と、ハイカウンターユニットの支持体を連結することによ
り、ローカウンター天板上にハイカウンターユニットを着脱自在に取付け可能としてある
ため、レイアウトの変更や移転などに応じて、ローカウンターまたはハイカウンターとし
て使用する際に、それぞれのカウンターの形態を、別途に特別の部材を必要とせずに、簡
単に変更することができる。
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　また、ローカウンター天板の配線挿通孔に、連結用金具をもって、ハイカウンターユニ
ットの支持体をローカウンター天板に連結してあるため、連結用金具が外部に露呈するこ
とがなく、外観の体裁を良好にすることができる。
【００２１】
　請求項２記載の発明によると、ハイカウンター天板を支持する左右の支持体の前端間に
、左右方向を向く上部幕板を架設してあるため、接客者側のローカウンター天板上に載置
した什器などの配線類が顧客側に露呈することがなく、顧客側から見た外観の体裁を良好
にし、配線を体裁良く収めることができる。
【００２２】
　請求項３記載の発明によると、ローカウンター天板の下方空間を、左右方向の下部幕板
によって顧客側空間と接客者側空間とに区画し、ローカウンター天板の配線挿通孔を、前
記下部幕板によって区画された接客者側空間側に設けてあるため、接客者側のローカウン
ター天板上に載置した什器などの配線類を、ローカウンター天板の下方空間に配線しても
、顧客側に露呈することがなく、顧客側から見た外観の体裁を良好にし、配線を体裁良く
収めることができる。
【００２３】
　請求項４記載の発明によると、連結用金具を、第１金具と第２金具とより構成するとと
もに、第１金具を、第２金具と連結される連結部と、ローカウンター天板の下面に当接状
態で固定される取付部とを備えるものとし、かつ第２金具を、第１金具の前記連結部と連
結される連結部と、ハイカウンターユニットの支持体に固定される取付部とを備えるもの
としてあるため、連結用金具が外部に露呈することがなく、外観の体裁を良好にすること
ができるとともに、ローカウンタ天板とハイカウンターユニットとの連結構造を簡易に構
成することができる。
【００２４】
　請求項５記載の発明によると、連結用金具における第１金具と第２金具の少なくともい
ずれか一方の連結部を、ローカウンター天板の配線挿通孔内に挿填しうるようにしてある
ため、連結用金具の外観の体裁を良好に収めることができる。
【００２５】
　請求項６記載の発明によると、連結用金具を、ハイカウンターユニットの支持体と連結
される連結部と、ローカウンター天板の下面に当接状態で固定される取付部とを備えるも
のとし、前記連結部と前記支持体の下面の少なくともいずれか一方を、ローカウンター天
板の配線挿通孔内に挿填しうるようにしてあるため、外観の体裁を良好にすることができ
る。
【００２６】
　請求項７記載の発明によると、ローカウンター天板の配線挿通孔の一部を、ハイカウン
ターユニットにおける支持体の連結用金具の装着部とし、かつその残部を配線挿通部とし
て残存させてあるため、ローカウンター天板上にハイカウンターユニットを載置して取り
付けた場合でも、配線機構を確保することができ、使い勝手を損なうことがない。
【００２７】
　請求項８記載の発明によると、ローカウンター天板の配線挿通孔の全面もしくは一部を
、カバー部材によって閉塞可能としてあるため、カウンターのいずれの使用形態において
も、配線挿通孔の体裁を良好にすることができる。
【００２８】
　請求項９記載の発明によると、ハイカウンターユニットの支持体に、左右方向の配線挿
通空間を設けてあるため、電子機器を使用した場合においても、配線の横送りが規制され
ることがなく、カウンターの使い勝手を良好にすることができる。
【００２９】
　請求項１０記載の発明によると、ハイカウンター天板の左右の端部より内方寄りに支持
体を設けることにより、ローカウンター天板上に、複数のハイカウンターユニットを、左
右に並べて設けたとき、互いに隣接するハイカウンター天板の下方、かつ左右に隣接する
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支持体間に、共有什器用の収容空間が形成されるようにしてあるため、カウンターの使い
勝手を良好にすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施形態を、添付図面を参照して説明する。
　図１は、本発明における第１実施形態のカウンター装置を備えた対面式カウンターの全
体構成を示す斜視図、図２は、図１におけるII－II線の拡大断面図、図３は、図２の円Ａ
部における要部拡大断面図、図４は、図３のIV－IV線における要部拡大断面図、図５は、
ローカウンターとハイカウンターユニットとの分解斜視図、図６は、ローカウンターとハ
イカウンターユニットとの連結部を拡大して示す要部分解斜視図である。
　なお、以下の説明では、図１における左上から右下に至る方向を「左右方向」とし、右
上から左下に至る方向を「前後方向」として説明する。
【００３１】
　図１に示すように、本発明のカウンター装置１は、例えば銀行における店舗等の床面２
上に、例えば半透明ガラス等を主体としたサイドパネル３からなる支持部材によって支持
された対面式カウンター４を備える。
　この対面式カウンター４は、通常、顧客と接客者とが互いに前後に向かい合って座りな
がら応対するようにして用いられるローカウンター５を、左右方向に複数配列することに
より、前方の顧客側と後方の接客者側とに床面２を区画する基本カウンターとしている。
【００３２】
　ローカウンター５は、図２に示すように、ローカウンター天板６と、このローカウンタ
ー天板６の下方の空間を、前方の顧客側空間７Ａと後方の接客者側空間７Ｂとに区画する
、左右方向を向く下部幕板８とでもって構成されている。
　ローカウンター天板６における上面６ａの左右には、前記下部幕板８によって区画され
た接客者側空間７Ｂの直上部に、前後方向に縦長の平面視矩形状をなす配線挿通孔９が、
それぞれ上下に貫通させて、上方に向けて開口するように穿設されている。
【００３３】
　互いに左右に隣接する２つのローカウンター５，５におけるそれぞれのローカウンター
天板６の上面６ａには、ハイカウンターユニット１０が載置されている。
　これらハイカウンターユニット１０，１０が載置された２つのローカウンター５，５は
、サイドパネル３によって、通常使用される他のローカウンター５から区画されて、顧客
と接客者が互いに起立して向かい合って応対するハイカウンターとして使用可能になって
いる。
【００３４】
　ハイカウンターユニット１０は、前後方向を向く左右１対のパネル状の支持体１１，１
１と、これら左右の支持体１１，１１の上端間に架設して固着したハイカウンター天板１
２と、前記支持体１１，１１の前端１１ａ，１１ａ間に架設して固着した左右方向を向く
上部幕板１３とによって構成されている。
【００３５】
　図５に示すように、ハイカウンターユニット１０のハイカウンター天板１２における左
右方向の幅寸法Ｗ１は、ローカウンター５のローカウンター天板６における左右方向の幅
寸法Ｗとほぼ同一（Ｗ≒Ｗ１）にしてなるとともに、左右の支持体１１，１１は、ハイカ
ウンター天板１２の左右の端部より内方寄りに、所望の距離を隔てて設けられている。
　これにより、図１に示すように、左右のローカウンター天板６，６の上面６ａ，６ａに
、ハイカウンターユニット１０をそれぞれ左右に隣接させて載置したとき、互いに隣接す
るハイカウンター天板１２、１２の下方における左右に隣接する支持体１１，１１間に、
共有什器用の収容空間１４が形成されるようになっている
【００３６】
　ハイカウンターユニット１０のハイカウンター天板１２を支持するそれぞれの支持体１
１の前端１１ａには、上下方向の中間位置から後方下端に向けて斜めに切欠された切欠部
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１５が形成され、この切欠部１５によって、ハイカウンター天板１２の下部に、ローカウ
ンター天板６の上面６ａと上部幕板１３の後面１３ａと共に囲繞される側面視直角三角形
状の配線挿通空間１６が、左右方向に隣接する支持体１１，１１間を連通しうるように形
成されている。
【００３７】
　図５に示すように、ハイカウンターユニット１０の左右に隣接する支持体１１，１１の
間の間隔Ｌ１は、ローカウンター５のローカウンター天板６における上面６ａの左右に穿
設した配線挿通孔９，9間の間隔Ｌとほぼ同一（Ｌ≒Ｌ１）になっているとともに、ロー
カウンター天板６の上面６ａに、ハイカウンターユニット１０を載置した際に、図３に示
すように、支持体１１における後端１１ｂの下端縁が、前記配線挿通孔９の前端縁に、そ
れぞれ近接しうるように位置させてある。
【００３８】
　支持体１１における後端１１ｂ側の後部下面には、後方に向けて開放する嵌合溝１７が
設けられているとともに、この嵌合溝１７と前記配線挿通孔９との間に装着した連結用金
具１８をもって、ハイカウンターユニット１０の支持体１１が、ローカウンター天板６上
に連結されるようになっている。
【００３９】
　連結用金具１８は、図３および図４に示すように、ローカウンター５におけるローカウ
ンター天板６の下面６ｂに固定される第１金具１９と、ハイカウンターユニット１０にお
ける支持体１１の後部下面に形成された嵌合溝１７に固定される第２金具２０とより構成
されている。
【００４０】
　第１金具１９は、ローカウンター天板６の下面６ｂに当接状態で固定される左右１対の
取付部２１，２１と、これら左右の取付部２１，２１間に上方に突出させて第２金具２０
に連結される下向きコ字状の連結部２２とで、断面ハット型形状を有するとともに、この
連結部２２の上面中心部には、上下方向に貫通するボルト孔２３が設けられている。
【００４１】
　すなわち、第１金具１９は、図５および図６に示すように、左右の取付部２１，２１間
に突出する連結部２２を、ローカウンター天板６の下面６ｂから上面６ａに向けて配線挿
通孔９内に臨ませるように挿填するとともに、左右の取付部２１，２１を、配線挿通孔９
の間を跨ぐようにして、ローカウンター天板６の下面６ｂに当接させ、かつこの当接状態
において、ビス２４、２４によって、それぞれローカウンター天板６の下面６ｂに止着し
て固定されている。
【００４２】
　第２金具２０は、前後方向に縦長の平板形状をなし、ハイカウンターユニット１０の支
持体１１に固定される前半側の取付部２５Ａと、第１金具１９の連結部に連結される後半
側の連結部２５Ｂとを備える。
　取付部２５Ａは、ハイカウンターユニット１０における支持体１１の後部下面に形成さ
れた嵌合溝１７に、ビス２６，２６によって止着することにより固定されるとともに、連
結部２５Ｂは、ローカウンター天板６の後端下面から配線挿通孔９に向けて突出させて、
前記配線挿通孔９内に臨ませた第１金具１９の連結部２２上に対面させ、かつ連結部２５
Ｂに開口させたボルト挿通用の前後方向に向けて延びる長孔２７を、前記連結部２２のボ
ルト孔２３に整合させるようになっている。
【００４３】
　第１金具１９における連結部２２のボルト孔２３と第２金具２０における連結部２５Ｂ
の長孔２７との整合状態において、第２金具２０の連結部２５Ｂ上方から長孔２７を通し
て、ボルト２８を、第１金具１９における連結部２２のボルト孔２３に螺合させて、第１
金具１９と第２金具２０とを互いに連結することにより、ローカウンター天板６の上面６
ａに、ハイカウンターユニット１０の支持体１１を連結して固定するようになっている。
　この場合、長孔２７は、前後方向に長く開口しているため、第１金具１９と第２金具２
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０とを連結する際に、第１金具１９の連結部２２に対する第２金具２０の連結部２５Ｂの
連結位置を、前後に微調整可能になっている。
【００４４】
　上記した実施形態においては、ローカウンター天板６の配線挿通孔９内の前半部９Ａに
、第１金具１９の連結部２２が臨むように挿填して、ハイカウンターユニット１０におけ
る支持体１１の装着部とし、その後半部９Ｂを、上下に貫通するように開口させて、配線
類等が挿通可能な配線挿通部として残存させてある。
【００４５】
　また、ローカウンター天板６の配線挿通孔９には、不使用時において、カバー部材２９
が、上方から閉塞にかつ着脱可能に嵌合されており、このカバー部材２９は、本出願人が
先に出願し公開されている特開平７－２３２号公報に開示されているものとほぼ同様な構
成を有する。
【００４６】
　すなわち、カバー部材２９は、図６に示すように、上下方向に折曲げ可能な前後１対の
平面視矩形状の分割板３０Ａ，３０Ｂからなるとともに、これら分割板３０Ａ，３０Ｂの
展開状態において、通常は、ローカウンター５におけるローカウンター天板６の上面６ａ
に開口させた配線挿通孔９の前半部９Ａと後半部９Ｂとの前後両部に亘る全面が閉塞可能
にしてある。
【００４７】
　一方、ローカウンター５のローカウンター天板６上にハイカウンターユニット１０を載
置して、ハイカウンターユニット１０の支持体１１を、ローカウンター天板６上に取り付
ける場合には、連結用金具１８における第１金具１９の連結部２２を、配線挿通孔９内の
前半部９Ａに臨むように挿填した後に、図６に想像線で示すように、カバー部材２９を、
前方の分割板３０Ａを下方に折り曲げた状態で配線挿通孔９に向けて上方から挿入し、図
３に示すように、後方の分割板３０Ｂでもって、配線挿通孔９の後半部９Ｂ側を閉塞可能
にしている。
【００４８】
　図７は、本発明における第２実施形態のカウンター装置に用いられる連結用金具の分解
斜視図、図８は、連結用金具を用いたローカウンターとハイカウンターユニットとの連結
状態を示す要部拡大断面図である。
【００４９】
　図７に示すように、本実施形態における連結用金具３１は、第１実施形態の場合と同様
に、第１金具３２と第２金具３３の２部材により構成されている。
　第１金具３２は、それぞれビス孔３４ａが穿設された左右１対の取付部３４，３４と、
これら左右の取付部３４，３４間に上方に突出する下向きコ字状の連結部３５とで、断面
ハット型形状を有するとともに、この連結部３５の中心部には、上下方向に貫通するボル
ト孔３６が設けられている。
【００５０】
　第２金具３３は、前後方向に縦長のほぼ平板形状をなすように形成されているとともに
、複数のビス孔３７ａが前後方向に並列されるように穿設した前半側の取付部３７と、こ
の取付部３７の後端から後方に向けて延びる後半側の連結部３８とにより形成されている
。
この連結部３８は、取付部３７の水平面よりも下方に位置するように段差を介して設けら
れているとともに、その中心部には、上下方向に貫通するボルト挿通孔３９が設けられて
いる。
【００５１】
　第２金具３３における前半側の取付部３７は、第１実施形態における第２金具２０の取
付部２５Ａよりも、さらに前方に向けて長く延出されている。
【００５２】
　すなわち、図８に示すように、本実施形態の連結用金具３１を用いて、ローカウンター
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４０のローカウンター天板４１上に、配線挿通孔４２を介して、ハイカウンターユニット
４３の支持体４４を連結するには、まず、第１金具３２を、第１実施形態の場合と同様に
して、ローカウンター天板４１の下方に配置する。
　次いで、第１金具３２の連結部３５を、ローカウンター天板４１の下面から配線挿通孔
４２内の前半部に向けて挿填し、左右の取付部３４，３４を配線挿通孔４２の間を跨ぐよ
うにして、ローカウンター天板４１の下面に当接させるとともに、この当接状態で、それ
ぞれのビス孔３４ａにビス４５を挿入してビス止めすることにより、第１金具３２を、ロ
ーカウンター天板４１の下面に装着する。
　これにより、連結部３５を、ローカウンター天板４１の下面から上面に向けて臨ませる
。
【００５３】
　第２金具３３は、前半側の取付部３７を、ハイカウンターユニット４３における支持体
４４の後部下面に形成された嵌合溝４６に、ビス４７，４７によって止着することにより
、支持体４４の後部下面に装着されるようになっている。
　また、第２金具３３の取付位置を、前後方向に穿設した複数のビス孔３７ａのうちから
選択することにより、支持体４４の後部下面から後方に突出する連結部３５の突出幅Ｗを
変更して、支持体４４の前後の取付位置を適宜選ぶことができる。
【００５４】
　次いで、第２金具３３の連結部３８を、ローカウンター天板４１の配線挿通孔４２に臨
ませるとともに、ローカウンター天板４１の下面から配線挿通孔４２の前半部に上方に向
けて臨ませた第１金具３２の連結部３５上に対面させて、第２金具３３の連結部３８に開
口したボルト挿通孔３９と、第１金具３２の連結部３５に開口したボルト孔３６とを上下
に整合させた状態において、第２金具３３の上方から、第１金具３２のボルト孔３６に向
けてボルト４８を螺合させることにより、第１金具３２と第２金具３３とが互いに連結さ
れる。
　これにより、ローカウンター天板４１に対するハイカウンターユニット４３の取付位置
が、前後に変更可能になる。
【００５５】
　また、ハイカウンターユニット４３の取付け後、ローカウンター天板４１に開口する配
線挿通孔４２の後半部には、第１実施形態の場合と同様に、カバー部材４９が、上方から
閉塞かつ着脱可能に嵌合される。
【００５６】
　図９は、本発明における第３実施形態のカウンター装置に用いられる連結用金具の分解
斜視図、図１０は、連結用金具を用いたローカウンターとハイカウンターユニットとの連
結状態を示す要部拡大断面図である。
【００５７】
　図９に示すように、本実施形態における連結用金具５０は、第１および第２実施形態の
場合と同様に、第１金具５１と第２金具５２の２部材により構成されている。
　第１金具５１は、それぞれビス孔５３ａが穿設された左右１対の取付部５３，５３と、
これら左右の取付部５３，５３間の連結部５４とで、左右方向に縦長の平板形状をなすよ
うに形成されているとともに、その中心部には、上下方向に貫通するボルト挿通孔５５が
設けられている。
【００５８】
　第２金具５２は、前後にビス孔５６ａ，５６ａを有する前半側の水平な取付部５６と、
この取付部５６から下方に向けて突出させた後半側の連結部５７とにより形成されている
。
　この連結部５７は、前記取付部５６の後端から垂下させた垂下片５７ａと、この垂下片
５７ａの下端から後方に延びる水平片５７ｂと、この水平片５７ｂの後端から上方に向け
て起立し、かつ上端が前記取付部５６よりも上方に位置する起立片５７ｃとにより、側面
視ほぼ上向きコ字状に形成されているとともに、前記水平片５７ｂを連結面として、その
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中央部に開口させたボルト挿通孔５８に整合位置しうるように、ナット５９が、水平片５
７ｂの上面に固着されている。
【００５９】
　本実施形態の連結用金具５０を用いて、ローカウンター６０のローカウンター天板６１
上に、配線挿通孔６２を介して、ハイカウンターユニット６３の支持体６４を連結するに
は、まず、図１０に示すように、第１金具５１を、第２実施形態の場合と同様にして、ロ
ーカウンター天板６１の下方に配置する。
　次いで、第１金具５１の連結部５４を、ローカウンター天板６１下面に開口する配線挿
通孔６２の下面に臨ませるとともに、左右の取付部５３，５３を配線挿通孔６２の間を跨
ぐようにして、ローカウンター天板６１の下面に当接させ、この当接状態で、それぞれの
ビス孔５３ａにビス６５を挿入してビス止めすることにより、第１金具５１を、ローカウ
ンター天板６１の下面に装着する。
【００６０】
　第２金具５２は、後半側の連結部５７を、その起立片５７ｃの内面が、ハイカウンター
ユニット６３における支持体６４の後面に当接しうるように組み付けるとともに、前半側
の取付部５６を、ハイカウンターユニット６３における支持体６４の後部下面に形成され
た嵌合溝６６に、ビス６７，６７によって止着することにより、支持体６４の後部下面に
装着されるようになっている。
【００６１】
　次いで、連結部５７を、ローカウンター天板６１上面に開口する配線挿通孔６２内の前
半部に、上方から下方に向けて挿填し、その水平片５７ｂを、配線挿通孔６２の下面に位
置する第１金具５１の連結部５４に対面するように臨ませるとともに、第１金具５１の連
結部５４に開口したボルト挿通孔５５と、第２金具５２の連結部５６に開口したボルト挿
通孔５８とを上下に整合させた状態において、第１金具５１の下方から、第２金具５２の
ナット５９に向けてボルト６８を螺合させることにより、第１金具５１と第２金具５２と
が互いに連結される。
【００６２】
　また、ハイカウンターユニット６３の取付け後に、ローカウンター天板６１に開口する
配線挿通孔６２の後半部には、第１および第２実施形態の場合と同様に、カバー部材６９
が、上方から閉塞かつ着脱可能に嵌合される。
【００６３】
　図１１は、本発明の第４実施形態におけるカウンター装置のローカウンターとハイカウ
ンターユニットとの連結状態を示す要部拡大断面図、図１２は、カウンター装置に用いら
れる連結用金具の斜視図である。
【００６４】
　図１１に示すように、本実施形態では、ローカウンター７０のローカウンター天板７１
上に開口した配線挿通孔７２を介して、ハイカウンターユニット７３における支持体７４
の後部下面を連結する場合、第３実施形態における第２金具５２に代えて、支持体７４の
後部下面を下向に突出させることにより、突出部７５を形成するとともに、この突出部７
５の下面を連結部７５ａとして、その中央部にボルト穴７６を設ける。
　一方、ローカウンター天板７１の下面には、第３実施形態における第１金具５１と同形
状の連結用金具としての固定金具７７が固定されている。
　この固定金具７７は、図１２に示すように、前記第３実施形態の場合と同様に、ローカ
ウンター天板７１の下面に当接されて取り付けられる、ビス孔７８ａがそれぞれ穿設され
た左右の取付部７８，７８と、これら左右の取付部７８，７８間形成した連結部７９とよ
り構成されているとともに、この連結部７９に開口したボルト挿通孔８０を、前記配線挿
通孔７２の下面に臨ませるようになっている。
【００６５】
　すなわち、固定金具７７を用いて、ローカウンター７０のローカウンター天板７１上に
、配線挿通孔６２を介して、ハイカウンターユニット７３の支持体７４を連結するには、
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ローカウンター天板７１の上面に開口した配線挿通孔７２内の前半部に、ハイカウンター
ユニット７３における支持体７４の後部下面に突出させた突出部７５を上方から下方に向
けて挿填し、突出部７５下面の連結部７５ａを、固定金具７７の連結部７９に対面させる
とともに、互いのボルト穴７６とボルト挿通孔８０とを整合させた状態において、固定金
具７７の下方から、ボルト穴７６に向けてボルト８１を螺合させることによって、支持体
７４の突出部７５を、ローカウンター天板７１に固定金具７７によって連結する。
【００６６】
　また、ハイカウンターユニット７３の取付け後に、ローカウンター天板７１に開口する
配線挿通孔７２の後半部には、第１～第３実施形態の場合と同様に、カバー部材８２が、
上方から閉塞かつ着脱可能に嵌合される。
【００６７】
　なお、上記第４実施形態において、ハイカウンターユニット７３における支持体７４の
後部下面に突出部７５を設けないで、固定金具７７を、第１、第２実施形態における第１
金具と同一形状の断面ハット型形状にするとともに、その上方に向けて突出する連結部を
、ローカウンター天板７１に開口する配線挿通孔７２に、下方から挿填して臨ませること
により、支持体７４の後部下面を連結するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明における第１実施形態のカウンター装置を備えた対面式カウンターの全体
構成を示す斜視図である。
【図２】図１におけるII－II線の拡大断面図である。
【図３】図２の円Ａ部における要部拡大断面図である。
【図４】図３のIV－IV線における要部拡大断面図である。
【図５】ローカウンターとハイカウンターユニットとの分解斜視図である。
【図６】ローカウンターとハイカウンターユニットとの連結部を拡大して示す要部分解斜
視図である。
【図７】本発明における第２実施形態のカウンター装置に用いられる連結用金具の分解斜
視図である。
【図８】連結用金具を用いたローカウンターとハイカウンターユニットとの連結状態を示
す要部拡大断面図である。
【図９】本発明における第３実施形態のカウンター装置に用いられる連結用金具の分解斜
視図である。
【図１０】連結用金具を用いたローカウンターとハイカウンターユニットとの連結状態を
示す要部拡大断面図である。
【図１１】本発明の第４実施形態におけるカウンター装置のローカウンターとハイカウン
ターユニットとの連結状態を示す要部拡大断面図である。
【図１２】カウンター装置に用いられる連結用金具の斜視図である。
【符号の説明】
【００６９】
１　　カウンター装置
２　　床面
３　　サイドパネル
４　　対面式カウンター
５　　ローカウンター
６　　ローカウンター天板
６ａ　上面
６ｂ　下面
７Ａ　顧客側空間
７Ｂ　接客者側空間
８　　下部幕板
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９　　配線挿通孔
９Ａ　前半部（装着部）
９Ｂ　後半部（配線挿通部）
１０　ハイカウンターユニット
１１　支持体
１１ａ　前端
１１ｂ　後端
１２　ハイカウンター天板
１３　上部幕板
１３ａ　後面
１４　収容空間
１５　切欠部
１６　配線挿通空間
１７　嵌合溝
１８　連結用金具
１９　第１金具
２０　第２金具
２１　取付部
２２　連結部
２３　ボルト孔
２４　ビス
２５Ａ　取付部
２５Ｂ　連結部
２６　ビス
２７　長孔
２８　ボルト
２９　カバー部材
３０Ａ　分割板
３０Ｂ　分割板
３１　連結用金具
３２　第１金具
３３　第２金具
３４　取付部
３４ａ　ビス孔
３５　連結部
３６　ボルト孔
３７　取付部
３７ａ　ビス孔
３８　連結部
３９　ボルト挿通孔
４０　ローカウンター
４１　ローカウンター天板
４２　配線挿通孔
４３　ハイカウンターユニット
４４　支持体
４５　ビス４
４６　嵌合溝
４７　ビス
４８　ボルト
４９　カバー部材
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５０　連結用金具
５１　第１金具
５２　第２金具
５３　取付部
５３ａ　ビス孔
５４　連結部
５５　ボルト挿通孔
５６　取付部
５６ａ　ビス孔
５７　連結部
５７ａ　垂下片
５７ｂ　水平片
５７ｃ　起立片
５８　ボルト挿通孔
５９　ナット
６０　ローカウンター
６１　ローカウンター天板
６２　配線挿通孔
６３　ハイカウンターユニット
６４　支持体
６５　ビス
６６　嵌合溝
６７　ビス
６８　ボルト
６９　カバー部材
７０　ローカウンター
７１　ローカウンター天板
７２　配線挿通孔
７３　ハイカウンターユニット
７４　支持体
７５　突出部
７５ａ　連結部
７６　ボルト穴
７７　固定金具
７８　取付部
７９　連結部
８０　ボルト挿通孔
８１　ボルト
８２　カバー部材
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